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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、公正かつ誠実な事業活動を通じて、企業の社会的責任を果たすとともに急速に変化する事業環境に的確に対応し、株主をはじめとする
ステークホルダーの皆さまの信頼に十分にお応えできるようガバナンスの強化に努めています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

〔補充原則１－２－４〕

　招集通知の英訳は、海外投資家の議決権行使等に有用であると認識しているものの、当社の外国人株主比率（2020年３月末：3.90％）を考慮
し、現時点では実施していません。今後の外国人株主比率を勘案して、必要に応じて検討を行います。

〔補充原則４－１－３〕

　取締役会は、経営陣幹部の指名にあたっては、中長期的な経営戦略を踏まえた最高経営責任者の人間像を見据え、その候補者として、人格や
専門的知識、経験、実績等の総合的評価、並びに指名・報酬等に関する諮問委員会の意見を基に、審議決定しています。後継者計画の策定・運
用及び後継者の育成については、指名・報酬等に関する諮問委員会の審議内容を踏まえ、策定・運用の確立に向け、引き続き議論を重ねていき
ます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

〔原則１－４　政策保有株式〕

（１）政策保有株式の縮減に関する方針、検証

　当社は、ガスの需要拡大や供給・設備技術分野の普及及び保安の確保等を図っていくうえで、資金調達の安定化や事業運営の強化・円滑化な
ど有益と判断される株式を保有しています。

　政策保有株式の検証にあたっては、毎年、保有株式ごとに、保有目的の適切性、保有に伴う収益性を取締役会で検証し、継続して保有する妥
当性がないと判断した場合には、株式の売却を順次進めていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）政策保有株式に係る議決権行使の基準

　政策保有株式に係る議決権行使については、定型的基準や短期的視点で賛否を判断するのではなく、その保有目的に照らし、議案の内容が、
発行会社の持続的成長を通じて、当社の中長期的な企業価値及び株主利益の向上につながるかなどを総合的に判断し議決権を行使します。

　また、発行会社の業績の長期低迷や組織再編、重大なコンプライアンス違反の発生等の事情により、株主価値の毀損につながるおそれがある
議案等、特別な注意を要するような場合には、十分な情報を収集の上、個別の議案の賛否については慎重に判断します。

〔原則１－７　関連当事者間の取引〕

　当社と取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引について、「取締役会規程」において取締役会の決議事項

として定め、事前に審議・決定するとともに、取引実績については定期的に取締役会への報告を行っています。

〔原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮〕

　当社は、適正な人材を配置し育成に努めることに加え、企業年金における運用機関の選任、運用商品の選定について、中立・独立な社外コンサ
ルティング会社の評価を参考にし、助言を取り入れることで、アセットオーナーとして期待されている機能を発揮できるよう取り組んでいるとともに、
当社と企業年金の受益者との間に生じ得る利益相反について適切に管理しています。

〔原則３－１　情報開示の充実〕

　当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現すると

の観点から、以下の事項について開示し、主体的な情報発信に努めています。

（１）当社は経営理念及びグループ中期経営計画を公表しています。

　　　http://www.saibugas.co.jp/profile/philosophy/index.htm

　　　http://www.saibugas.co.jp/ir/strategy/management_plan.htm

（２）当社は本コードを遵守し、公正かつ誠実な事業活動を通じて、企業の社会的責任を果たすとともに急速に変化する事業環境に的確に対応し、
株主をはじめとするステークホルダーの皆さまの信頼に十分にお応えできるようガバナンスの強化に努めています。

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書の「Ⅱ．１．取締役報酬関係」をご参照ください。

（４）執行役員の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、当社の組織を構成する製造・供給・販売等各専門分野のバ
ランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされる人材を候補者とし、取締
役会にて審議・決定しています。監査等委員である取締役候補者及び社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、財務・
会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定しています。

　 また、経営陣幹部がその役割・機能を十分に発揮していないと認められる場合には、当該経営陣幹部を解任するための議案を取締役会にて決

議し、株主総会に付議することとしています。なお、経営陣幹部の選解任、取締役候補者の指名を行うにあたっては、客観性及び透明性を確保す
る観点から、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬等に関する諮問委員会の審議内容や監査等委員会の意見を踏まえた上で決定してい
ます。

（５）経営陣幹部の選解任、取締役候補者の指名を行うにあたっては、対象者個々の経歴、選解任・指名の理由、今後期待すべき役割等につい
て　株主総会招集通知にて開示することとしています。



　　　http://www.saibugas.co.jp/ir/stock_information/soukai.htm

〔補充原則４－１－１〕

　取締役会は、重要な業務執行計画や組織再編、多額の資産の取得・処分等、法令及び定款、取締役会規程に定められた事項の決定を行い、
経営全般を監督していますが、意思決定の迅速化と業務執行機能の分離のため、それ以外の事項の決定については、社長執行役員を議長とし、
各事業分野の委嘱を受けている執行役員で構成される経営会議に委任しています。

　なお、当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、2018年6月をもって監査等委員会設置会社に移行するとともに、経営の意思
決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定権限の一部を取締役に委任しています。

〔原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質〕

　本報告書の「Ⅱ．１．独立役員関係」をご参照ください。

〔補充原則４－１１－１〕

　取締役会は取締役の選任にあたっては、性別を問わず、当社の組織を構成する製造・供給・販売等各専門分野のバランスや部門長としての経
験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされる人材を候補者とした上で、客観性及び透明性を確保
する観点から、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬等に関する諮問委員会の審議内容や監査等委員会の意見を踏まえて、最終的に取
締役会において審議・決定しています。また、社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、性別を問わず、企業経営等の豊富な経験、幅広い見
識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定しています。

〔補充原則４－１１－２〕

　取締役の兼務状況については、株主総会招集通知に添付の事業報告の「会社役員に関する事項」に記載して開示しています。

　　http://www.saibugas.co.jp/ir/stock_information/soukai.htm

〔補充原則４－１１－３〕

　当社取締役会は、２０１９年度における取締役会の実効性を分析・評価するため、全取締役を対象に、取締役会事務局によるアンケート調査を
実施しました。

　アンケート調査により取締役会全体としての実効性は概ね有効であることを確認していますが、改善の余地があると認識された社外取締役への
情報提供のあり方等に対処することにより、取締役会の一層の実効性向上に取り組んでまいります。

〔補充原則４－１４－２〕

　取締役に対しては、随時社内外の情報提供を行うとともに、外部セミナーへの参加、外部団体への加入等の機会を提供し、その費用については
当社が負担しています。特に、社外取締役に対しては、定期的に経営陣を交えた会合等を実施し、その中で会社の事業・財務・組織等に関する知
識の習得を促すとともに、経営陣幹部との協力体制を醸成しています。

〔原則５－１　株主さまとの建設的な対話に関する方針〕

　本報告書の「Ⅲ．２．ＩＲに関する活動状況」をご参照ください。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本生命保険相互会社 2,464,308 6.64

株式会社福岡銀行 1,835,906 4.95

株式会社西日本シティ銀行 1,824,550 4.92

株式会社三井住友銀行 1,748,853 4.71

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,183,600 3.19

西部瓦斯持株会 1,089,815 2.94

SG共栄会 949,461 2.56

三井住友信託銀行株式会社 848,900 2.29

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 661,200 1.78

株式会社親和銀行 636,354 1.71

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、福岡 既存市場



決算期 3 月

業種 電気・ガス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、上場子会社として㈱エストラストを有しています。

　当社の中期経営計画では、ガスエネルギーを中核としたうえで、ガスエネルギー以外の事業にも注力し、事業構造の多角化・強靭化に向けたグ
ループ変革を進めています。このなかで同社は、不動産事業において中核を担う重要な子会社です。

　当社は同社と連携を深めることで、双方の更なる成長戦略の推進及び企業価値の向上を目指す方針であり、これまで培われてきた同社の経営
の独自性を確保し尊重するという観点から、同社の上場を維持することが望ましいと考えています。

　当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社への円滑な指導支援を行っており、子会社の経営上重要な意思決定については、当社との承認
事項の基準を明確にすることでガバナンス体制を維持しています。また、西部ガスグループコンプライアンス委員会が策定する基本方針のもと、㈱
エストラストをはじめとするグループ各社がコンプライアンスを重視した判断・行動を行い、グループ全体の企業価値の向上に努めています。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 14 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

渋田　一典 他の会社の出身者

丸林　信幸 公認会計士

海老井　悦子 その他

光富　彰 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

渋田　一典 ○ ○ ―――

地場大手企業の代表取締役を務めるなど、企
業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に
より、監査等委員である社外取締役として独立
的な立場から、経営全般に対する助言・提言を
いただくとともに、監査・監督機能の強化が期
待できるため。

また、証券取引所が定める社外役員の独立性
判断基準に加え、当社が定める独立性判断基
準を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断し、独立役員として指定
した。



丸林　信幸 ○ ○ ―――

公認会計士としての専門的見地、豊富な経験
及び幅広い知識によって、監査等委員である
社外取締役として独立的な立場から、経営全
般について助言・提言いただくとともに、監査・
監督機能の強化が期待できるため。

また、証券取引所が定める社外役員の独立性
判断基準に加え、当社が定める独立性判断基
準を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断し、独立役員として指定
した。

海老井　悦子 ○ ○ ―――

長年にわたる教育者としての実績に加え、行政
の責任者としての豊富な経験及び幅広い見識
により、監査等委員である社外取締役として独
立的な立場から、経営全般について助言・提言
と適切な監査を行っていただくため。

また、証券取引所が定める社外役員の独立性
判断基準に加え、当社が定める独立性判断基
準を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断し、独立役員として指定
した。

光富　彰 ○ ○ ―――

地場大手企業の代表取締役を務めるなど、企
業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に
より、監査等委員である社外取締役として独立
的な立場から、経営全般に対する助言・提言を
いただくとともに、監査・監督機能の強化が期
待できるため。

また、証券取引所が定める社外役員の独立性
判断基準に加え、当社が定める独立性判断基
準を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断し、独立役員として指定
した。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 6 2 2 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務の補助を行うため、監査等委員会事務局を設置し、専任の使用人を配置しています。また、当該使用人の人事については、
監査等委員会と事前に協議を行います。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人、監査部はそれぞれ監査計画の立案や監査結果の報告など、お互いに緊密な連携をとり、監査の品質向上と効率化
に努めています。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）



指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬等に関す
る諮問委員会

6 0 2 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬等に関す
る諮問委員会

6 0 2 4 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、代表取締役会長（委員長）、代表取締役社長、独立社外取締役４名からなる任意の諮問委員会を設置し、取締役の選解任に関する事
項、代表取締役・役付取締役の選定・解職等に関する事項、役員の育成等に関する事項及び取締役の報酬等に関する事項について審議します。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、社外役員の独立性判断にあたり、会社法及び証券取引所が定める独立性判断基準に加え、当社が独自で定めた基準に従い、以下のい
ずれにも該当しない場合には独立性を有すると判断しています。

ａ　当社または子会社の業務執行者

b　当社の主要な取引先（当社連結売上高に占める割合または当社の連結売上原価に占める取引先の当社への売上高の割合が5％以上に相当
する金額の取引先）の業務執行者

c　当社の主要な借入先（当社連結総資産の10％以上に相当する金額の借入先）の業務執行者

d　当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者

ｅ　当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

ｆ　 当社の10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

g　ａからｆまでに掲げる者の2親等以内の親族

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

本報告書の「Ⅱ．１．取締役報酬関係」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社の取締役に対する報酬は、その総額を事業報告等で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、客観性及び透明性を確保する観点から、社外役員が過半数を占める指名・報酬等に
関する諮問委員会での審議内容を踏まえ、株主総会において決議している限度額の枠内で、取締役会において決定しています。また、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の報酬は、当社の経営環境、世間水準等を考慮した上で、それぞれの役位に期待すべき役割・責務等を勘案して
決められた固定報酬と業績連動型株式報酬で構成されています。



　監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議している限度額の枠内で、その職務の性質を踏まえ固定報酬のみで構成され、監査
等委員である取締役の協議により決定しています。

② 業績連動型株式報酬

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬には、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績
と企業価値の向上に貢献する意識をより一層高めることを目的として業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）を導入しています。本制度は、当
社が定めた役員株式給付規程に基づき、各事業年度に応じたポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の当社株式等を給付する仕組み
であり、業績連動はグループ中期経営計画で対外的に公表している連結経常利益合計目標の単年度平均を指標として、その達成状況に応じて、
株主総会において承認された限度額の範囲内でポイント付与等を行っています。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役は秘書部及び監査等委員会事務局がサポートに努めています。監査等委員会において、監査等委員である取締役に対し、社内の重
要な会議の結果や監査計画に基づく調査結果を報告し、意見交換を行っています。また、取締役会の開催に際しては、重要な議案等について、
事前説明を行っています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

田中　優次 相談役
公的団体の役員等、社会貢献的
な活動、及び他の会社の社外役
員としての活動

非常勤・報酬有 2019/6/26 定めなし

小川　弘毅 特別顧問
公的団体の役員等、社会貢献的
な活動

非常勤・報酬有 2013/6/26 定めなし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・概要

当社の取締役会は、現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名、監査等委員である取締役６名（うち社外取締役４名）で業務執行を監
督しています。また、監査等委員会は、内部監査部門との連携を図りながら、取締役の職務執行を監査しています。

・業務執行

当社は、取締役会にて経営の基本方針・計画や重要な業務執行の決定を行っています。また、執行役員で構成される経営会議を設置し、予め協
議が必要な取締役会決議事項や執行部門業務の重要事項に関する協議を行っています。

・監督

取締役会は、業務執行状況の報告を受ける等により、取締役の業務執行の監督を行っています。また、監査等委員である取締役は、取締役会に
おける業務執行の意思決定への関与や、取締役の選任・報酬等についての株主総会における意見陳述権を通して業務執行者に対する監督を
行っています。

・監査

監査等委員は、監査の方針・計画に従い、経営会議その他の重要な会議等に出席するほか、子会社も含めた業務・財産状況の調査を通じて取締
役の職務執行を監査しています。内部監査については、監査部が監査実施計画に基づき、業務の適正かつ効率的な遂行及び事業活動に係わる
法令等の遵守状況等について監査を実施しています。

また、監査等委員会、監査部、会計監査人は、監査の品質向上及び効率化のため、監査計画の立案や監査結果の報告等について相互に緊密な
連携を図っています。

・報酬決定

前述のとおりです。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、重要な業務執行の決定権限の一部を取締役に委任することにより業務執行の機動性を向上させるとともに、監査等委員である取締役が
議決権を有することで、取締役会における監督機能及び監査の実効性を高めるため、監査等委員会設置会社を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期限日より１週間程度早く発送している。

集中日を回避した株主総会の設定 第127回定時株主総会は、2020年６月25日に開催している。

電磁的方法による議決権の行使 パソコン及びスマートフォンなどによる議決権行使を実施している。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」を採用して
いる。

その他
当社ホームページに株主総会招集通知、決議通知を掲載している。

ビデオ上映等の株主総会のビジュアル化を実施している。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 年２回程度（随時） なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回（随時） あり

IR資料のホームページ掲載 http://www.saibugas.co.jp「株主・投資家の皆さま」のページを開設している。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務広報部

その他

＜株主さまとの建設的な対話に関する方針＞

１．当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、株主総
会の場以外においても株主さまとの対話を行うことで、株主さまの関心・懸念
等に係る情報を収集し、経営に反映させることが重要との判断のもと、株主さ
まや投資家を対象とした説明会等を積極的に開催します。

２．株主さまとの建設的な対話を推進するため、総務担当取締役を統括責任
者として、体制整備や対話の充実に取り組みます。

３．対話窓口部署を総務広報部とし、対話（面談）内容に応じて、経営企画部、
経理部等の担当部署が協力して対話（面談）の充実と、株主さまの理解の促
進を図ります。

４．株主さまや投資家を対象とした説明会等において、寄せられた株主さまか
らの要望等は、適宜・適切に経営層へ報告を行います。

５．対話窓口部署及び経営企画部、経理部等の各部署は、対話にあたり公開
情報と非公開情報を明確に区分し、共有化することにより不適正な情報開示
の防止に努めます。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営理念に基づいて定めた「企業行動指針」において、当社の広汎な企業活動がさらに価
値あるものとして、ステークホルダーや社会から認められ、信頼関係のきずなを確立する
旨、規定している。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

ＣＳＲ委員会を立ち上げ、安定供給、保安の確保、お客さまサービスの向上、環境や地域
社会への貢献、コンプライアンスの推進、人権やダイバーシティ、労働慣行等の重点課題
を設定し、各部門において目標を定めて活動を推進するとともに、活動実施状況を当社
ホームページ上で公開している。



その他

（女性活躍の推進の取り組み）

女性活躍推進については、2013年から３期10年の「女性活躍推進基本計画」を策定し、１．
女性社員の能力向上による職場活性化・生産性向上、２．多様な発想や価値観を持つ人
材が活躍できる風土づくり、３．社会からの要請への対応、という３つの目標を掲げ、具体
的な取り組みを進めている。

また、女性活躍推進法に関する行動計画では、2020年度までに、１．女性管理職を４名以
上にする、２．新卒採用時の女性比率を20％以上にする、という目標を掲げている。

　また、ダイバーシティ推進へ向け行動指針を掲げ、性別、国籍、年齢、学歴、宗教、価値
観、思考、ライフスタイルなどに固執することなく、多様な人財を受け入れ、その多様さを強
みとして活かし企業の競争力に繋げる取り組みを進めている。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び子会社の業務の適正を確保するために必
要な体制（内部統制システム）を以下のとおり整備し運用する。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は、執行役員制度を導入し職務執行と監督の分離を行うとともに、取締役の職務執行に対する取締役会の監督機能を高めるため、監査
等委員会設置会社を採用する。

（２）取締役は、経営理念に基づいて定めた企業行動指針に従い、誠実かつ公正な事業活動を推進する。

（３）取締役会は、その権限等の明確化を図り、取締役の職務執行を有効に監督するため取締役会規程を定める。

（４）取締役会は、監査等委員会が助言及び勧告を行った場合には、これを尊重する。

（５）当社は、内部統制システムを適切に整備・運用することを目的に内部統制推進委員会規程を定めるとともに、社長を委員長とする内部統制推
進委員会を設置し、重要事項の報告や審議等を行う。

（６）内部統制システムの整備・運用の統轄管理については、法務コンプライアンス部が行う。

（７）内部統制システムの整備・運用状況の内部監査については、各業務執行部門から独立した監査部が行い、社長に報告する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規程、文書規程等に従って議事録、りん議書その他定められた文書を作成し、定めら
れた期間これを保存及び管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社は、リスク管理規程を定め、リスク管理主管部門において当社の業務遂行に伴うリスクを適切に管理する。

（２）当社は、経営で管理する重要リスクを定め、内部統制推進委員会において全社的に管理する。

（３）災害その他非常の場合の措置については、保安規程、防災に関する計画等に従い所定の体制を整備するとともに教育及び訓練を実施し、迅
速かつ適切な対応を図る。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社は、取締役の職務の執行を効率的に行うために、職制規程、業務分掌規程、職務権限規程等を定め、職務権限及び意思決定ルールを
明確にする。

（２）経営に係る重要事項に関しては、事前に、社長を議長とする経営会議で審議の上、取締役会で決議し、執行する。

（３）取締役は、取締役会規程に従い、業務の執行状況について取締役会に報告する。

５．従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は、コンプライアンス規程を定め、従業員に対してコンプライアンスの徹底を図る。

（２）当社は、従業員が職務執行に関し重大な不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合に、通常の報告ルートの
ほかに内部通報や相談を行うことができる窓口を設置する。

（３）法務コンプライアンス部は、コンプライアンス体制・通報相談窓口の整備・運用を統轄管理する。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）当社は、主要な子会社の当社にとって重要事項を取締役会で決議する。

（２）当社は、関係会社管理規程を定め、子会社に対し経営状態の定期的な報告を求めるとともに、経営に係る重要事項について事前協議を行
う。

（３）当社は、社長を委員長とし主要な子会社の社長を委員とするグループコンプライアンス委員会を設置し、重要事項の報告や審議等を行う。

（４）関連事業部は、子会社の統轄管理部門として、子会社の経営状態の把握及び重要度に応じた助言等を行う。

（５）法務コンプライアンス部は、内部統制推進委員会の決定に基づき、子会社の規模や業態に応じたリスク管理及び権限や組織等の体制が適切
に整備・運用されるよう、助言や支援を行う。

（６）法務コンプライアンス部は、グループコンプライアンス委員会の決定に基づき、子会社の規模や業態に応じたコンプライアンス体制が適切に整
備・運用されるよう支援を行う。

（７）監査部は、子会社の内部統制システムの整備・運用状況について、子会社の重要度等に応じて内部監査を行う。

７．監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項

（１）当社は、監査等委員会の職務を補助する専任の従業員を監査等委員会事務局に配置する。

（２）監査等委員会の職務を補助する専任の従業員の人事関連事項の決定にあたっては、監査等委員会の同意を得る。

（３）監査等委員会の職務を補助する専任の従業員への指揮命令は、専ら監査等委員会が行う。

８．監査等委員会への報告に関する体制

（１）当社は、監査等委員が経営会議その他主要な各種委員会等に出席し、重要な決定や報告を把握できることを確保する。

（２）取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそ
れのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。

（３）当社及び子会社の取締役・従業員等は、当社の監査等委員会から職務執行に必要な事項に関して報告を求められた場合には速やかに応じ
る。

（４）法務コンプライアンス部は、内部統制システムの運用状況並びに当社及び子会社の取締役・従業員等から受けた内部通報について定期的に
当社の監査等委員会に報告する。

（５）当社は、監査等委員会へ報告した当社及び子会社の取締役・従業員等に対し当該報告を行ったことを理由とした不利な取扱いを行うことを禁
止し、その旨を当社及び子会社の取締役・従業員等に周知徹底する。

９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を確保するため毎年一定額の予算を設け、監査等委員会の請求に応じてこれを支
出する。

（２）当社は、監査等委員会が会計監査人、監査部及び子会社監査役等と連携し、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況については、以下のとおりです。

当社は企業行動指針において、反社会的な個人・グループへの利益となる行為を禁止し、また、内部統制に係る体制整備の基本方針に関する取
締役会決議のなかで、同指針に従い、誠実かつ公正な事業活動の推進を図るとともに、従業員に対してコンプライアンスの徹底を図ることとしてい
る。反社会的な個人・グループからの不当要求に対応するため、本社・各地区においては対応統轄部門を定め、警察等の外部専門機関とも緊密
な連携関係の構築を図るとともに情報交換を行い関連情報の収集に努めている。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

１．会社情報の適時開示に関する基本方針

・当社は、企業行動指針において、法令及びその精神を遵守するとともに、企業情報を積極的かつ公正に開示することを定めており、会社情報の
公表についても金融商品取引法、関連法令、証券取引所の定める有価証券上場規程等に従って、適時、適切な開示に努めている。

２．会社情報の適時開示に関する社内体制

・会社情報の適時開示に関する主管部門は総務広報部、法務コンプライアンス部及び経理部となっている。

・各部門の部門長は所管業務の情報収集、分析、管理を行い、重要情報については、証券取引所への報告、報道機関への公表、業績へ与える
影響の把握などの観点から、主管部門と必要に応じて、連絡・協議を行っている。

・重要な決定事実・発生事実等については、原則として取締役会の決定あるいは承認の後、速やかに公表することとしている。

・各証券取引所への報告は、原則として経理部又は法務コンプライアンス部が、適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）等を通じて適時、適切に行っ
ている。

　なお、決算に関する情報については、経理部が報告している。

・報道機関への公表は、原則として総務広報部が、所轄部門とその時期及び方法を協議の上、行っている。

・関係会社に関する重要情報についても、上記の手続きに則って適時、適切に開示している。
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※ 社内の全ての部門が該当し、責任者は部門長。 
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